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リワークの⽬的 なぜリワークが必要なのか リワークで⾏うこと
リワークの⽬的は、単に復職することではなく、 メンタル不調による休職では、症状が落ち着いても ●働くための⽣活リズム
●復職後に再休職しないこと ●毎⽇出勤する体⼒・集中⼒が戻っていない ●業務を続けられる集中⼒・持久⼒
●働き続けられるセルフケア能⼒をつけること ●対⼈場⾯の負荷（会議、電話、雑談など）が⼤きい ●ストレスに対処する⽅法
●職場の環境調整も含めて ●不調のきっかけ（職場ストレス）が整理できていない ●再発しないための⾃⼰管理
　　　「再発しにくい働き⽅」を作ること ●再発のサインを⾒逃しやすい ●職場での配慮や働き⽅の調整
⾔い換えると 　という状態が多く などを、
　「復職」ではなく「職場定着」までを 　「復職できたとしても再休職しやすい」ことがある 　　　　段階的に整えること
　　視野に⼊れた⽀援がリワークの特徴 　リワークはここを補うために

　復職＝ゴールではなく、復職後の安定就労が⽬標

リワークとは何か
主にうつ病などのメンタルヘルス不調で休職した⼈が、安全に職場復帰
（復職）できる状態を取り戻すために⾏う復職⽀援プログラム

主にうつ病などのメンタルヘルス不調で休職した⼈が、安全に職場復帰
（復職）できる状態を取り戻すために⾏う復職⽀援プログラム



リワークの種類
 医療機関︓休職者に治療・再発予防を⾏い、⽣活リズムや作業耐性を通所訓練で回復（医療保険）
 職業センター︓職業評価にもとづき復職可否や必要配慮を整理し、職場復帰計画や会社調整を⽀援（無料）
 就労移⾏⽀援︓⽣活・体調管理から業務スキル訓練まで⾏い、復職/就職後の職場定着まで継続⽀援（福祉）

 医療機関︓休職者に治療・再発予防を⾏い、⽣活リズムや作業耐性を通所訓練で回復（医療保険）
 職業センター︓職業評価にもとづき復職可否や必要配慮を整理し、職場復帰計画や会社調整を⽀援（無料）
 就労移⾏⽀援︓⽣活・体調管理から業務スキル訓練まで⾏い、復職/就職後の職場定着まで継続⽀援（福祉）

区分 医療機関
のリワーク

地域障害者職業
センターのリワーク

就労移⾏⽀援
のリワーク

主体 病院・クリニック
（精神科等）

独⽴⾏政法⼈の⽀援機関
（職業リハ） 障害福祉サービス事業所

主⽬的 体調安定＋再発予防＋復職準備 復職可否の評価＋復職⽀援
＋職場調整

復職・就職に向けた訓練
＋定着

対象 休職者（主に精神疾患） 障害（精神含む）により
就労課題がある⼈

障害者⼿帳等の要件を
満たす⼈（精神も多い）

休職中の利⽤ しやすい しやすい 可能だが制度・
会社との調整が必要なことも

内容 CBT、SST、集団療法、
模擬業務、⼼理教育

職業評価、復職プラン、
職場との調整、ジョブコーチ等

PC訓練、模擬業務、⽣活管理、
就活/復職⽀援、定着⽀援

強み 医師と連携しやすい
／治療と⼀体

職場連携が強い
／評価が客観的

⽣活〜就労まで⽀援が厚い
／定着⽀援が⻑い

弱み 職場調整は弱めな場合あり 医療（治療）そのものはしない 医療的判断はできない／要件あり

費⽤ 医療保険
（⾃⼰負担1〜3割等） 原則無料 原則1割負担

（所得により0円あり）
ゴール 復職（再休職予防） 復職（職場で安定） 復職・就職＋定着



リワークの典型的な流れ（復職まで）
段階 ⽬安 主な⽬的 具体的に⾏うこと（例） チェックポイント（⽬安）

・週2〜3回から開始 ・遅刻/⽋席が少ない
・起床/睡眠の固定 ・通所後に強い疲労が残りすぎない
・短時間の軽作業、簡易課題
・体調記録（睡眠・気分・疲労）
・週4〜5回通所へ増やす ・週5相当が継続できる
・PC課題、読解、作業訓練 ・集中が⼀定時間続く
・グループワーク（報連相）
・ストレス対処の学習開始
・模擬業務（時間管理/納期） ・業務を想定した負荷に耐えられる
・対⼈負荷（会議、発表等） ・セルフケア⽅法を説明できる
・不調の引き⾦の整理
・再発予防計画（危険サイン/対処）
・主治医の判断（診断書等） ・復職時期・勤務条件が具体化
・産業医⾯談 ・無理のない業務設計ができている
・⼈事/上司と復職⾯談
・勤務条件（時短/業務量）の調整
・復職後の疲労管理 ・⽋勤が増えない
・定期⾯談（医師/産業医） ・無理をしたときに早めに相談できる
・業務量の段階調整
・再発兆候の早期対応

④復職判定
　　・職場調整 2〜4週 復職条件の

最終確定

⑤復職後
　　　フォロー
（重要）

3〜6か⽉
（〜1年）

再休職予防
・定着⽀援

1〜2か⽉ 作業耐性
　・集中⼒の回復

③復職準備期 1〜2か⽉ 「働く想定」での
訓練と再発予防

①導⼊
（通所開始） 1〜4週 ⽣活リズムの

再構築・通所習慣

②安定期
（通所安定）





平成29年3⽉30⽇
平成29年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A
厚⽣労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課



障害者の⽇常⽣活及び社会⽣活を総合的に⽀援するための
法律等の⼀部を改正する法律
就労アセスメントの⼿法を活⽤した⽀援の制度化等



医療リワークと福祉リワークの⼈員配置

資格・職種 医療リワーク
（医療機関）

福祉リワーク
（就労移⾏⽀援） 補⾜

医師（精神科医等） 必須（医療機関として必須） 不要 医療リワークは診療の⼀環。就労移⾏は医療⾏為不可
看護師 多くは配置（病院機能として） 不要 医療機関では安全管理・体調確認で関与しやすい

精神保健福祉⼠（MHSW） いると望ましい（多い） 必須ではない 医療側は退院/社会復帰⽀援等でMHSW配置が多い
就労移⾏はPSWでなくても可

作業療法⼠（OT） いると望ましい（多い） 不要 医療リワークの「作業耐性訓練」で中⼼職種になりやすい
臨床⼼理⼠／公認⼼理師 いると望ましい（多い） 不要（配置されることも） CBT・⼼理教育などで重要。ただし法的必置ではない

サービス管理責任者（サビ管） 不要 必須 就労移⾏⽀援は制度上必置
⽣活⽀援員 不要 必要（配置される職種） 就労移⾏の基本職種
職業指導員 不要 必要（配置される職種） 作業訓練・職業訓練担当
就労⽀援員 不要 必要（配置される職種） 就職/復職⽀援の担当
社会福祉⼠ 必須ではない 必須ではない PSWの代替ではないが、福祉領域で配置されることはある

 医療リワーク︓医師やMHSW等の専⾨資格者配置が必要で、⼈件費が⾼くなりやすい
 福祉リワーク︓必置資格者はサビ管中⼼で、⽀援員は資格不要も多く⼈件費は低い
 医療リワーク︓医師やMHSW等の専⾨資格者配置が必要で、⼈件費が⾼くなりやすい
 福祉リワーク︓必置資格者はサビ管中⼼で、⽀援員は資格不要も多く⼈件費は低い



表１ 就労移⾏⽀援サービス費（Ⅰ）利⽤定員・20⼈以下の場合（利⽤時間の規定なし）

1級地 等級
なし

1級地 等級
なし

50/100以上 1128 \12,611 \11,280
40/100以上50/100未満 959 \10,722 \9,590
30/100以上40/100未満 820 \9,168 \8,200
20/100以上30/100未満 690 \7,714 \6,900
10/100以上20/100未満 557 \6,227 \5,570
10/100未満 507 \5,668 \5,070
零の場合 468 \5,232 \4,680
主たる加算
初期加算(30⽇まで) 30 11.18 10.00 \335 \300
福祉専⾨職員配置加算（Ⅰ） 15 \168 \150
福祉専⾨職員配置加算（Ⅱ） 10 \112 \100
福祉専⾨職員配置加算（Ⅲ） 6 \67 \60

表２ 精神科デイ・ケア（⼤規模）の場合（利⽤時間6時間）
点

精神科デイ・ケア（⼤規模） 700
精神科デイ・ケア早期加算 50

\7,000
\500

10.00

1単位あたりの単価 報酬額（円）

単位就労定着者の割合
（就労後6ヶ⽉以上の定着率）

点あたりの単価 報酬額（円）

11.18 10.00

11.18 10.00

就労移⾏⽀援のリワーク

（参考）
医療系リワーク

精神科病院の
療養病棟⼊院料よりも⾼い
精神科病院の
療養病棟⼊院料よりも⾼い

福祉リワーク
就労移⾏⽀援での試算







ア（雇⽤先企業） 企業で復職⽀援困難を証明
イ（主治医） 医療機関で復職⽀援困難
ウ（相談⽀援） 地域⽀援等の利⽤困難証明





演者はこの事業の構成員を務めました



「知らない」が
3割以上もある
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 リワークの定義︓うつ病などのメンタル不調で休職した⼈が、
安全に復職できる状態を回復するための⽀援プログラム

 ⽬的の本質︓復職そのものではなく、再休職予防と職場定着
 リワークは3類型︓ ① 医療機関 ② 地域障害者職業センター

③ 就労移⾏⽀援（福祉リワーク） で役割が異なる
 典型的プロセス︓導⼊→安定→復職準備→復職判定・職場調整→復職後フォロー
 制度根拠の整理（Q&A等） ︓休職中の⼀般就労障害者でも、

⼀定要件下（3要件）で就労系障害福祉サービス利⽤が可能とされてきた
 医療と福祉の構造差︓医療リワークは専⾨職配置で⾼コストになりやすく、

福祉リワークは制度上⽐較的低コストで継続⽀援に強み
 課題（運⽤・周知）︓⾃治体担当者でも「知らない」が3割以上、

要件確認が徹底されていない実態もあり、周知と運⽤改善が必要

 復職がゴールではなく、再休職を防ぎ職場定着につなげることが最重要
 医療・福祉・職業⽀援を適切に使い分け、段階的に回復と再発予防を⽀える
 復職がゴールではなく、再休職を防ぎ職場定着につなげることが最重要
 医療・福祉・職業⽀援を適切に使い分け、段階的に回復と再発予防を⽀える


